
鳥取県建築設計等業務検査要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、鳥取県総務部（東部建築住宅事務所及び各総合事務所生活環境局を含

む。）が委託契約した建築設計等業務の検査（以下単に「検査」という。）の実施について、

地方自治法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）及び鳥取県会

計規則（昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。）で規定されたもののほか、

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１）建築設計等業務 鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則（平成19年鳥取県規則第76

号）に規定する建築関係建設コンサルタント業務をいう。 

（２）契約担当職員 会計規則第110条に規定する職員で、鳥取県事務処理権限規則（平成８年

鳥取県規則第32号）の規定に基づき契約締結の権限を与えられた者をいう。 

（３）検査職員 会計規則第117条第１項の規定に基づき、建築設計等業務の委託契約の履行

後、契約担当職員から必要な検査を命ぜられた職員をいう。 

（４）調査職員 委託契約の履行につき、契約担当職員から建築設計等業務の履行の監督業務を

命ぜられた職員で、総括調査員、主任調査員又は調査員をいう。 

（５）受注者 県と建築設計等業務の委託契約を締結した者をいう。 
 

（検査の種類） 

第３条 検査の種類は、次のとおりとする。 

（１）完了検査 建築設計等業務の委託契約書（以下単に「委託契約書」という。）の規定に基

づき建築設計等業務の完了を確認するために行う検査をいう。 

（２）部分完了検査 委託契約書の規定に基づき建築設計等業務の完了に先立って成果物の一部

の引渡しを受けるために行う当該成果物の一部の完了を確認するために行う検査をいう。 

（３）既履行部分検査 建築設計等業務の委託契約の解除に伴い、委託契約書の規定に基づき、

既に委託業務を完了した部分の引渡しを受けるに当たり、当該引渡し部分の完了を確認する

ために行う検査をいう。 

 

（検査の時期） 

第４条 検査は、委託契約書の規定に基づき、受注者から建築設計等業務完了通知書（様式第１

号）、引渡部分完了通知書（様式第２号）又は修補完了通知書（様式第３号）の通知を受けた

日の翌日から起算して10日以内（10日目が鳥取県の休日を定める条例（平成元年鳥取県条例第

５号）第１条第１項に規定する県の休日であるときは、県の休日の翌日。）に行わなければな

らない。 
 

（検査職員の任命） 

第５条 契約担当職員は、建築設計等業務の完了後、直ちに課長補佐及びこれに相当する職以上

の職員を検査職員に任命するものとする。ただし、これによりがたい場合には、検査を適正に

執行できると認められる職員（係長の職及びこれに相当する職以上の者に限る。）を検査職員

に任命することができる。 

２ 前項の場合において、契約担当職員は、必要があると認める場合には２名以上の検査職員を

任命することができる。 
 

（検査の通知） 

第６条 検査職員は、検査を行おうとするときは、当該検査の日時その他検査の実施に関し必要

な事項を、あらかじめ調査職員を通じて受注者に通知するものとする。 
 

（検査の立会） 

第７条 検査職員は、委託契約書の規定により受注者が置いた当該建築設計等業務の管理技術者

及び調査職員の立会いの上、検査を行わなければならない。 



 

（検査の実施） 

第８条 検査職員は、建築設計等業務の成果物が委託契約書及び設計図書に適合しているか否か

を検査するものとする。 

２ 検査職員は、前項の検査の結果、建築設計等業務の成果物が委託契約書及び設計図書に適合

すると認められる場合は合格とし、鳥取県建築設計等業務成績評定要綱（平成27年３月４日付

第201400177524号総務部長通知）第２条に規定する評定の対象の建築設計等業務にあっては、

同要綱の規定に基づき成績評定を行うものとする。 

３ 検査職員は、第１項の検査の結果、建築設計等業務の成果物が委託契約書及び設計図書に適

合しないため修補が必要であると認められる場合は不合格とし、修補すべき事項を建築設計等

業務完了検査復命書（様式第４号）に記載するものとする。 
 

（検査の復命） 

第９条 検査職員は、前条又は第１２条の規定に基づき検査を行ったときは、直ちに建築設計等

業務完了検査復命書を作成し、その内容を契約担当職員に復命しなければならない。 
 

（検査結果の通知） 

第10条 契約担当職員は、検査の結果を様式第５号により受注者に通知しなければならない。 
 

（修補の指示） 

第11条 契約担当職員は、第８条の規定に基づく検査を行った結果、不合格となった建築設計等

業務については、調査職員に修補指示書（様式第６号）を作成させなければならない。 

２ 前項の場合において、修補指示書は、前条の規定に基づく検査結果の通知と併せて行うもの

とする。 
 

（再検査） 

第12条 検査職員は、受注者から修補完了通知書により修補が完了した旨の通知を受けた場合

は、再度検査を行わなければならない。この場合においては、第６条から前条までの規定を準

用する。 

 

（検査調書の作成） 

第13条 検査職員は、検査を完了したときは、会計規則第117条第２項前段の規定により、直ち

にその検査結果に基づき建築設計等業務検査調書（様式第７号）を作成しなければならない。 

 

附 則 

この要綱は、平成19年８月１日以後から適用する。 

 

  附 則 

この改正は、平成27年３月４日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

この改正は、令和２年４月２３日から施行し、令和２年５月１日から適用する。 

 

 附 則 

この改正は、令和５年１２月２８日から施行し、令和６年２月１日から適用する。 

 

附 則 

この改正は、令和８年４月１日以降、調達公告を行う業務から適用する。 



様式第１号（第４条関係） 

 

 

 

建築設計等業務完了通知書 

 

 

 

 様 

 

 

 

次のとおり建築設計等業務が完了したので、通知します。 

 

 

 

年    月    日 

 

 

 

受注者 住    所 

商号（名称） 

代 表者氏 名          ㊞ 

 

 

 

建築設計等業務の名称  

建築設計等業務の場所  

履 行 期 間 年  月  日 から    年  月  日  まで 

委 託 料 金          円 

完 了 年 月 日    年  月  日 



様式第２号（第４条関係） 

 

 

 

引渡部分完了通知書 

 

 

 

 様 

 

 

 

次のとおり成果物の一部の引渡しを行う部分の建築設計等業務が完了したので、通知します。 

 

 

 

年    月    日 

 

 

 

受注者 住    所 

商号（名称） 

代 表者氏 名          ㊞ 

 

 

 

建築設計等業務の名称  

建築設計等業務の場所  

履 行 期 間 年  月  日 から    年  月  日  まで 

委 託 料 金          円 

引渡部分完了年月日    年  月  日 



様式第３号（第４条関係） 

 

 

 

修 補 完 了 通 知 書 

 

 

 

 様 

 

 

 

次のとおり補修が完了したので、通知します。 

 

 

 

年    月    日 

 

 

 

受注者 住    所 

商号（名称） 

代 表者氏 名          ㊞ 

 

 

 

建築設計等業務の名称  

建築設計等業務の場所  

履 行 期 間 年  月  日 から    年  月  日  まで 

委 託 料 金          円 

修 補 期 限 日 年  月  日 

修 補 完 了 年 月 日    年  月  日 

修 補 事 項  



様式第４号（第８条関係） 

建築設計等業務完了検査復命書 

 

 

               様 

 

 建築設計等業務の完了検査をしたところ、検査内容は下記のとおりであり、合格と認めました。 

 

           年  月  日 

 

                                   検査職員 職氏名         ㊞ 

 

 

記 

施 行主体 名  所 管機関 名  

施 行 年 度  工 事 番 号 No. 施 行 方 法  

建 築設計 等 

業 務 

名 称  

場 所  

受 注 者 

住 所  

名 称  代 表 者  

履 行 期 間 開 始 年  月  日 終   了 年  月  日 

委 託 料 金         円 

完 了 年 月 日 年  月  日 検査年月日    年  月  日 

検 査 

立 会 者 

職 氏 名 

発 注 者 側  
調 査 職 員 

職 氏 名 
 

受 注 者 側  
管理技術者 

氏 名 
 

検査の概要及び意見又は注意事項 



様式第５号（第１０条関係） 

第          号 

年  月  日 

 

 

商号（名称） 

代表者氏名         様 

 

 

職氏名（契約担当職員） 

 

 

建 築 設 計 等 業 務 の 検 査 結 果 に つ い て （ 通 知 ） 

 

このことについて、鳥取県建築設計等業務検査要綱の規定に基づき、別紙のとおり検査結果を

通知します。 

 

 

 

 

注）別紙には、検査調書、評定表（評定がある場合）の写しを添付 

 

 

 

 

問合せ先 

鳥取県〇〇事務所 〇〇課 〇〇〇〇 

住  所 

電話番号 

メールアドレス 

 

 



様式第６号（第１１条関係） 

修 補 指 示 書 

建築設計等 

業務の名称 
 

建築設計等 

業務の名称 
 

受 注 者  

履 行 期 間      年   月   日  から     年   月   日  まで 

業務委託料 金           円 

検 査 日 年   月   日 修補期限日 年   月   日 

 

 

修 

 

 

補 

 

 

指 

 

 

示 

 

 

事 

 

 

項 

 

 

上記のとおり修補を指示してよろしいか伺います。 

 

 

年   月   日 

 

（契約担当職員）  統括調査員 主任調査員 調査員 

     

 

 上記のとおり修補を指示します。 

 

 

年   月   日 

 

調査員 

 

 



様式第７号（第１３条関係） 

建 築 設 計 等 業 務 検 査 調 書 

 

 

               様 

 

 建築設計等業務の完了検査をしたところ、検査内容及び結果は下記のとおりでした。 

 

 

                                検査職員 職氏名         ㊞ 

 

 

記 

施 行主体 名  所 管機関 名  

施 行 年 度  工 事 番 号 No. 施 行 方 法  

建 築設計 等 

業 務 

名 称  

場 所  

受 注 者 

住 所  

名 称  代 表 者  

履 行 期 間 開 始 年  月  日 終   了 年  月  日 

委 託 料 金         円 

完 了 年 月 日 年  月  日 検査年月日 年  月  日 

検 査 

立 会 者 

職 氏 名 

発 注 者 側  
調 査 職 員 

職 氏 名 
 

受 注 者 側  
管理技術者 

氏 名 
 

検査の概要及び意見又は注意事項 

 
合 否 

 

 

 


